
「運転経歴証明書」の交付申請について
●対 象 者 運転免許の有効期間内に免許証を返納された方

(代理申請は免許センターの受付のみ可能)

●申請期間 運転免許証を返納後５年を経過するまでの間
●申 請 先 東部･中部･西部の免許センター、各警察署

(交番･駐在所は不可)

●受付日時 月～金曜日（祝祭日除く）8:30～16:00
●手 数 料 1,100円 （郵送を希望される場合は別に800円が必要）

●そ の 他 ○運転免許証の返納時に交付される｢申請による運転免許の取消通知

書｣と本人確認書類(健康保険証など）が必

要です。

○各警察署で申請される場合は写真１枚（縦３
㎝×横２.４㎝・無帽・無背景・上３分身、６か月

以内に撮影されたもの）が必要です。
○警察署で運転経歴証明書の交付申請をされ
る場合は、申請日から受領までに通常２～
３週間程度かかります。

有効期限のある運転免許証を自主的に返納された、境港市
内に居住の方を対象に境港市が支援事業を行っています。

対象者

申請方法
境港市役所防災危機管理課（市民交流センター２階）に
「申請による運転免許の取消通知書」の写し

または

｢運転経歴証明書」の写し
および印鑑を持って申請して下さい。
※「申請による運転免許の取消通知書」は、自主返納時に交付します。

運転免許を自主的に返納された方は、
「申請による運転免許の取消通知書」に書かれている取消日
「運転経歴証明書｣に書かれている交付日

のどちらかの日から60日以内(平日の執務時間内)に申請してください。

申請期間

支援内容

有効期限のある運転免許証を警察署(免許センター)に自主返納された

境港市内に居住する方(住民登録されている方)
が対象となります。

① はまループバス回数乗車券121回分
② タクシーチケット500円券24枚

☆ 支援事業について詳しく知りたい方は 境港市役所防災危機管理課 ４７－１１２４

★ 運転免許証の自主返納について詳しく知りたい方は

西部地区運転免許センター ２２－４６０７ 境港警察署 ４４－０１１０


